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夏山登山の事故防止について（通知） 

 

 

 登山事故の防止については、例年関係各方面の御協力をいただいているとこ

ろですが、本格的な夏山登山の時期においても、依然として遭難事故が多く発生

しています。また、クマとの遭遇による事故も発生しています。 
 登山における遭難事故は天気に関する不適切な判断、不十分な装備、体力的に

無理な計画の作成等に起因することが多く、リスク管理の観点から事故防止を

図るための万全の措置を行うことが必要です。 

 また、火山には、噴気や火山ガスが発生している危険な場所があり、登山する

場合には、気象庁や各都道府県等が発表している最新の情報を入手し、十分に注

意する必要があります。 
 クマとの遭遇による事故については、クマに遭遇しないことが何より重要で

あるため、登山前にあらかじめクマの出没情報を確認してください。また、クマ

に遭遇しないための準備や、遭遇した際の対応等を事前に十分理解し、クマ鈴や

殿 



クマ撃退スプレーの所持、ゴミ（食料）の適切な処理、その他地域ごとのルール

に従うことが重要です。 
 ついては、別紙参考資料１～４を参考として、関係機関・団体及び関係者に周

知するとともに、関係者の密接な協力の下、この趣旨を登山者に周知徹底され、

事故防止に万全を期されるよう御配慮願います。 
 また、参考資料には、登山計画サイト等のホームページの QR コードも掲載し

ておりますので、ぜひ御活用ください。 
 

 このことについて、都道府県知事におかれては、所管の関係部局・機関・団体

及び高等学校（中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部を含む。以下「高等

学校等」という。）に対して、都道府県・指定都市教育委員会教育長におかれて

は、所管の関係部局・機関・団体及び高等学校等並びに域内の指定都市を除く市

区町村教育委員会に対して、構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）

第１２条第１項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、域内の学校設

置会社及び当該会社が設置した高等学校等に対して周知願います。 

 また、公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会及び公益財団法人全

国高等学校体育連盟におかれては、各都道府県加盟団体等に周知するとともに、

当該団体等において事故防止に係る積極的な取組が行われるよう御協力願いま

す。 
なお、学校への周知につきましては、学校における働き方改革の観点から、

周知の範囲及び方法については、全ての学校に一律に周知する以外にも、例え

ば他事務連絡とまとめて周知する、教育委員会主催の教員研修の場で配布する

等、必要に応じて御判断いただきますよう、お願いします。 

 

 

 

    【担 当】 

     （登山一般に関して）   スポーツ庁健康スポーツ課 

担当：松尾、外岡 

電話：03-5253-4111（内線 2684） 

アドレス：kensport@mext.go.jp 
 

（運動部活動に関して）  スポーツ庁地域スポーツ課 
担当：学校運動部活動係 行武 
電話：03-5253-4111（内線 3953） 

アドレス：tiikisport@mext.go.jp 


